
政
令
第

号

建
築
士
法
施
行
令
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
士
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
相
手
方
に
書
面
の
交
付
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る
の
は
「
設
計
受
託
契



約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
」
と
、
「
結
果
の
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
通
知
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
四
第
一
号
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
設
計
受

託
契
約
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


